
 
 
 

 

 

 

 

１．対象 

市内の指定介護サービス事業者 

 

２．補助対象経費 

（１）事業所内研修に係る費用（外部講師の招聘費、教材費等） 
・ 新採介護職員や中堅介護職員の育成に関する研修 

   ・介護職員のスキルアップに関する研修 など 

（２）資格取得等に係る費用（研修受講料、教材費等） 

   ・介護職員初任者研修 

   ・介護支援専門員研修 など 

※他制度による補助金を受けている研修等は対象となりません。 

※これまで当補助金の交付を受けた事業は補助対象外ですが、研修等の内容や参加者が 

異なる場合は対象となります。 

 

３．補助金額 

   補助対象経費の１／２（1 法人あたり年間上限１０万円） 

    ※１万円未満は切り捨て 

    ※補助事業終了後、報告書等を審査し、補助金をご入金いたします。 

 

４．申請手続 

  ・申請者は運営法人となります。 

・原則として、補助事業の着手前に申請する必要があります。また、補助要件

に合致するか等を確認いたしますので、事前にご相談をお願いします。 

・手続きに必要な書類は、金沢市介護保険課のホームページに掲載しています。 

滞納調査同意書は押印が必要ですので、郵送にてご提出ください。その他の

申請書等は押印不要ですので電子メール等でご提出ください。 

介護職員の定着及び資質向上を図るため、介護サービス事業者が行うキャリア

アップ支援にかかる費用に対して補助金を交付します。 

令和６年度の申請を受け付けていますので、ご利用ください。 



 

５．これまでの補助事例 
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６．お問い合わせについて 

  問い合わせ先 金沢市介護保険課 企画庶務係 

  電話番号   076-220-2264  FAX  076-220-2559 

  電子メール  kaigo@city.kanazawa.lg.jp 

  ホームページ https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/ 

kaigohokenka/gyomuannai/1/1/4/9342.html 

日常生活を送ることが困難な

高齢者や障がい者の方の身体介

護や生活援助を行う際に必要な

基本知識と支援技術を習得する

ための研修。 

（通信学習、研修施設での通学学

習、修了試験） 

介護職員初任者研修 

 介護職員としての接遇マナーを

身につけ、好感の持てる笑顔やお

辞儀、言葉遣い、また、職種連携の

必要性について学ぶ研修。 

（公益財団法人介護労働安定セン

ターより講師を派遣、３日間） 

介護の接遇マナーやコミュニケーション 

初任者研修、実務者研修取得者

のスキルアップのため、介護福祉

士の受験を目指すための研修 

(公益財団法人介護労働安定セ

ンターより講師を派遣、３日間） 

介護職員の技術向上研修会  介護福祉士国家試験を受験す

る際、受験要件の一つとされてい

るより質の高い介護サービスを

提供するために、実践的な知識と

技術の習得を目的とする研修。

（通学学習） 

介護福祉士実務者研修 


